
　
１
年
間
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療
保
険
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介
護

保
険
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両
方
の
自
己
負
担
額
を

合
計
し
て
、世
帯
の
自
己
負
担
限

度
額
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超
え
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え
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額
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さ
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ぞ
れ
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己
負
担
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た
だ
し
、世
帯
単
位
で
の
医
療

保
険
ま
た
は
介
護
保
険
の
ど
ち

ら
か
の
自
己
負
担
額
が
０
円
の

場
合
や
、計
算
の
結
果
支
給
額
が

５
０
０
円
に
満
た
な
い
場
合
は
、

支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
自
己
負
担
を
計
算
す
る
と
き

の
対
象
期
間
は
毎
年
８
月
１
日

か
ら
翌
年
７
月
31
日
ま
で
の
１

年
間
で
す
。

　
申
請
は
平
成
26
年
７
月
31
日

時
点
で
加
入
し
て
い
る
医
療
保

険
者
に
行
い
ま
す
。

　
対
象
期
間
中
に
後
期
高
齢
者

医
療
と
介
護
保
険
の
両
方
で
異

動
が
な
く
、支
給
の
対
象
と
な
る

方
に
は
、後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
か
ら
12
月
中
旬
に
申
請
案

内
を
送
り
ま
す
。国
民
健
康
保
険

と
介
護
保
険
の
両
方
で
異
動
が

な
く
、支
給
の
対
象
と
な
る
方
に

は
、保
険
介
護
課
か
ら
12
月
中
旬

に
申
請
案
内
を
送
り
ま
す
。

　
同
封
の
申
請
書
に
必
要
事
項

を
記
入
の
上
、保
険
介
護
課
ま
た

は
各
支
所
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
平
成
25
年
８
月
１
日
以
降
に

市
外
か
ら
転
入
し
た
方
、国
民
健

康
保
険
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療

に
移
行
し
た
方
な
ど
、平
成
26
年

７
月
31
日
時
点
で
加
入
し
て
い

た
保
険
者
以
外
の
医
療
保
険
お

よ
び
介
護
保
険
が
対
象
期
間
中

に
あ
る
場
合
、案
内
が
な
く
て
も

支
給
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。対
象
期
間
の
領
収
書
な

ど
で
、申
請
対
象
と
な
る
か
を
確

認
し
、保
険
介
護
課
、ま
た
は
平

成
26
年
７
月
31
日
時
点
の
医
療

保
険
者
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

　
同
一
世
帯
内
の
医
療
保
険
加

入
者
に
係
る
自
己
負
担
額
で
す
。

た
だ
し
、高
額
療
養
費
等
の
支
給

を
受
け
た
も
の
を
除
き
ま
す
。

自己負担
基準額

申請の
手続き

高額医療・
高額介護合算
制度とは

医
療
費
と
介
護
保
険
の
負
担
額
が
高
額
に
な
っ
た
と
き

高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
制
度

問
い
合
わ
せ
　
保
険
介
護
課 
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　問い合わせ　市民税務課 ☎59２１２９

例）夫婦ともに７５歳で、自己負担
限度額区分が一般かつ、１年間で夫
が医療保険で２８万円、介護保険で
１７万円を支払い、妻が医療保険で
６万円、介護保険で１９万円支払っ
た場合。（合計金額は７０万円）

年間７０万円を支払った後にこの
制度に基づく支給の申請をすると、
基準額５６万円を超えた金額（１４
万円）をお返しすることにより、最
終的な年間の負担は５６万円に留
まります。

家の取り壊しや新築・増築後はご連絡を
　固定資産税や都市計画税は、１月１日に土地や家屋などを所有している方が市に納める税金です。12月31日までに、
家屋（住宅、事務所、倉庫など）を取り壊した場合、翌年度からは、家屋の固定資産税や都市計画税が課税されません。ま
た、家屋を新築・増築した場合は、新たに課税されます。取り壊しや新築・増築した方は、すぐにご連絡ください。
　
適正な課税のために、ご協力をお願いします
　市では新築・増築された家屋や取り壊された家屋の把握に努め、その都度調査していますが、新築・増築や取り壊し
の情報が得られず、課税漏れや滅失漏れとなっている場合があります。
　これらが確認されれば課税の更正を行うことになり、場合によっては年度を遡ることもあります。また、「住宅」の新
築・増築や取り壊しの把握に伴い、その土地の税額が変わる場合があります。適正かつ公平な課税を実現するために、
ご協力をお願いします。
　
長期優良住宅や一定基準の改修は固定資産税が減額されます
　これらの減税措置を受ける場合には、申告が必要です。概要は次の表のとおりです。

お知らせに関する固定資産税

さかのぼ

７０歳未満の人（年額・平成２５年８月～２６年７月）
区　　　　分 自己負担限度額（年額・世帯単位）

医療保険＋介護保険

上位所得者 １２６万円

一般 ６７万円

市県民税非課税世帯 ３４万円

７０歳以上の人（年額・平成２５年８月～２６年７月）

区　　　　分
自己負担限度額

（年額・世帯単位）
医療保険＋介護保険

市県民税
課税世帯

現役並み所得者 ６７万円

一　　般 ５６万円

市県民税
非課税世帯

低所得者Ⅱ ３１万円

低所得者Ⅰ １９万円
※　自己負担限度額の区分は、毎年７月３１日現在の医療保険を適用します。
※　「上位所得者」に区分される世帯とは、基礎控除後の総所得金額等が世帯合計で600万円を

超える世帯です。
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